
香芝市監査委員告示第３５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査の結果

に基づき、または監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知がありましたので、次の

とおり公表します。 

 

令和５年１１月１５日 

 

香芝市監査委員  近 藤  洋 

香芝市監査委員  中 山 武 彦 

 

＜対象：生活安全部 生活安全課＞ 

１ 監査実施年月日    令和５年１月２５日 

２ 監査結果報告年月日  令和５年３月２７日 

３ 措置状況通知     令和５年１１月１５日 香生第１２８号 

定期監査意見（要望事項） 措置結果 措置内容 

  地方公共団体が徴収する使用

料について、地方自治法第２２

８条第１項により、使用料に関

する事項については条例で定め

られなければならないと規定さ

れている。また、使用料条例に

は、その金額、徴収の時期、方

法等の他、減免の方法、程度等

を規定するのが適当と解されて

いる。 

近鉄五位堂駅北自動車駐車場の

使用料は、香芝市自動車駐車場

条例（以下「自動車条例」とい

う。）及び香芝市自動車駐車場施

行規則（以下「自動車規則」と

いう。）に基づいて、徴収されて

いるところであり、自動車規則

第９条には使用料の不徴収に関

する規定が設けられている。当

該駐車場使用料を徴収しない場

合は、その可否を自動車規則第

 

措置済 

 

 

令和５年６月１４日 施行済 

香芝市自動車駐車場条例第９条第

２項において使用料の免除を定め

ていることから、香芝市自動車駐

車場条例施行規則第９条第３項を

削除した。 



９条の規定と照らし合わせて判

断することになるが、そもそも

本来徴収されるべき使用料を裁

量により不徴収にするのであれ

ば、それは使用料の免除に該当

し、その規定は規則ではなく、

条例に定めるのが適当であると

考える。 

以上のことから、自動車規則第

９条にある使用料の不徴収に関

する規定については、その要否

を実務と照らし合わせて検討

し、減免の必要性があれば、自

動車条例に規定されたい。 

 


